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TPP11の概要について

2019年3月13日

日本貿易振興機構（ジェトロ）

海外調査部上席主任調査研究員 長島忠之
本資料の第三者への提供はお断りします。また、記載内容の無断転載はご遠慮下さい。
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世界の主な「メガFTA」と経済規模
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〔注〕EUは域内貿易を除く。中国は香港，マカオを除く。日本の合計値は、TPPとRCEPにおける重複を除く。日中韓はRCEPに内包するので記載していない。少数

点第2位を四捨五入した。「米国（TPP）」の15.1％は米国のみ。

〔資料〕各国貿易統計から作成

79.2 75.9

65.6

51.8

39.3

主要な「メガFTA」マップ 「メガFTA」のGDP・人口規模（2017年）

「メガFTA」が発効した場合の、主要国・地域のFTAカバー率（2017
年）

兆ドル
対世界
構成比
（％）

億人
対世界
構成比
（％）

環太平洋パートナーシップ（TPP11) 10.6 13.3 5.1 6.7 11

TPP11　＋　米国 30.0 37.6 8.3 11.0 12

東アジア地域包括的経済連携
（RCEP)

25.4 31.8 35.8 47.4 16

日中韓自由貿易協定（日中韓） 18.4 23.1 15.6 20.7 3

日EU経済連携協定(日EU) 22.2 27.8 6.4 8.5 29

米・EU（TTIP） 36.7 46.0 8.4 11.1 29

日本が参加するメガFTA
TPP11+RCEP+日中韓+日EU

46.0 57.6 43.1 57.0 48

日本が参加するメガFTA
TPP12+RCEP+日中韓+日EU

65.4 81.9 46.3 61.4 49

米国が参加するメガFTA
TTIP

36.7 46.0 8.4 11.1 29

米国が参加するメガFTA
TTIP+TPP12

47.3 59.2 13.4 17.8 40

EUが参加するメガFTA
日EU+TTIP

41.6 52.1 9.6 12.8 30

中国が参加するメガFTA
RCEP+日中韓

25.4 31.8 35.8 47.4 16

47.8 59.9 28.9 38.3 21

79.9 100.0 75.5 100.0 217

主
要
国
・
地
域
別

アジア太平洋自由貿易地域（FTAAP）

世界

〔注〕名目GDP、人口ともに2017年の数値。
〔資料〕"World Economic Outlook", April 2018 (IMF), "World Development Indicators"
2017年7月26日更新 (World Bank) から作成
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インド

中国

韓国

日本

豪州・NZ

ペルー

チリ

カナダ

メキシコ

EU

米EU・FTA（交渉中断）

日中韓FTA（交渉中）

東アジア地域包括
的経済連携（RCEP）

（交渉中）

環太平洋パートナーシップに関する包括的
および先進的な協定（CPTPP,通称TPP11）

アジア太平洋自由
貿易圏（FTAAP）構想

※APEC加盟21カ国・地域

米国

注：各種資料からジェトロ作成。

コロンビア

太平洋同盟

※ASEANのうち、シンガポール、
マレーシア、ベトナム、ブルネイがTPP
に交渉参加

日EU・EPA

ASEAN
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日本のFTA（EPA）取組状況

■ 発効済（14カ国1地域）： シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、

ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル

■ 署名済（2地域）：ＴＰＰ、TPP11←カナダ、ニュージーランドとは初のFTA／EPA、 EU

■ 交渉中（4カ国3地域）：コロンビア、日中韓、RCEP、トルコ、GCC（延期・中断）、韓国（延期・中断）、カナダ（延期・中断）
（注）日本のFTAは、「経済連携協定（EPA）」の呼称が用いられてきたが、「EPA」は貿易の自由化に加え，知的財産や競争等の幅広いルールも規定する協定

を意味する（現在ではＦＴＡもＥＰＡもほぼ同義）。

〔資料〕経済産業省資料を基に作成

EU
発効予定（19年2月1日）

スイス
発効済（09年9月）

メキシコ
発効済（05年4月）
改正（12年4月）

ペルー
発効済（12年3月）

チリ
発効済（07年9月）

コロンビア
交渉中

トルコ
交渉中

マレーシア
発効済（06年7月）

シンガポール
発効済（02年11月）
改正（07年9月）

ベトナム
発効済（09年10月）

ブルネイ
発効済（08年7月）

GCC諸国
交渉延期・中断

GCC（湾岸協力理事会）：
サウジアラビア、クウェート、
アラブ首長国連邦、バーレー
ン、カタール、オマーン

NZ

米国
（17年1月、TPP離脱表明）ア

セ
ア
ン
（Ａ
Ｊ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
）

発
効
済
（０
８
年

１
２
月
）

※

サ
ー
ビ
ス
・投
資
章
は
、
未
発
効

インド
発効済（11年8月）

オーストラリア
発効済（15年1月）

TPP11
発効済（2018年12月30日）*

モンゴル
発効済（16年6月）

韓国
交渉延期・中断

カナダ
交渉延期・中断

カナダ

日中韓
交渉中

タイ
発効済（07年11月）

インドネシア
発効済（08年7月）

フィリピン
発効済（08年12月）

RCEP（ASEAN10カ国＋日中韓印豪NZ）
交渉中

*日本、メキシコ、
シンガポール、NZ,
カナダ、豪州
2019年1月14日：
ベトナム
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 2017年の日本の発効済FTAカバー率は23.3％と例年並みの水準となった。EU、TPP11で新規にFTAが発効す

るカナダ、ニュージーランドを加えると、同値は36.5％まで上昇する。さらに、現在交渉中のFTAが追加される

と、日本のFTAカバー率は70.6％まで上昇する。

日本の貿易構造と発効済、署名済、交渉中のFTA

3

交渉中計 中国 韓国

輸送機器 30.2 23.0 7.6 1.0 0.5 6.3 49.3 33.4 82.7
一般機械 50.8 48.5 21.4 9.7 0.8 1.4 66.8 21.4 88.2
電気機器 52.9 51.8 25.2 6.9 0.4 0.7 64.8 14.2 79.0
化学品 57.8 56.2 25.8 13.2 0.3 1.1 70.0 12.5 82.5
鉄鋼 70.1 66.3 19.1 14.7 0.5 2.8 78.6 8.0 86.6
輸出総額 48.7 45.7 19.0 7.6 0.5 2.4 63.9 19.3 83.2
鉱物性燃料 80.1 33.4 0.7 2.2 0.0 46.4 82.1 4.3 86.4
機械機器 60.1 60.0 38.7 4.5 0.1 0.0 77.7 13.6 91.3
化学品 41.2 40.3 18.1 5.6 0.0 0.8 76.4 16.2 92.6
食料品類 41.1 40.2 13.0 3.5 0.3 0.0 65.7 19.7 85.4
繊維製品 88.1 87.6 61.2 1.3 0.4 0.0 93.8 1.2 95.0
輸入総額 61.2 50.9 24.5 4.2 0.1 10.1 77.8 10.7 88.5

54.8 48.3 21.7 5.9 0.3 6.1 70.6 15.1 85.7
〔資料〕財務省貿易統計から作成

品別

往復貿易

RCEP

輸出

輸入

合計
（米国含

む）
米国

交渉中

合計
トルコ GCC

(%)

計 計 カナダ
ニュージーラ

ンド

輸送機器 164,075 17.0 4.7 8.4 0.3 2.3 15.1 3.1 1.0 12.6 33.6
一般機械 138,452 19.3 1.1 14.4 1.7 1.9 10.0 0.7 0.3 13.1 33.4
電気機器 105,600 21.1 0.4 18.3 1.0 1.3 11.7 0.6 0.0 9.9 31.6
化学品 89,361 18.8 1.0 13.9 2.1 0.7 9.1 0.4 0.1 10.2 29.5
鉄鋼 37,802 37.3 0.6 28.5 3.3 4.5 15.4 0.6 0.1 2.9 40.9
輸出総額 698,329 21.5 2.3 15.2 1.3 1.6 13.2 1.4 0.4 11.1 34.3
鉱物性燃料 141,112 31.2 18.2 11.4 0.9 0.6 26.7 1.1 0.0 0.2 32.5
機械機器 220,209 19.4 0.1 16.3 0.3 1.2 9.7 0.5 0.0 14.5 34.4
化学品 78,295 21.3 0.4 14.7 1.2 0.3 8.9 1.0 0.3 29.3 51.9
食料品類 63,256 27.4 6.1 14.2 1.2 1.7 21.2 4.0 2.1 14.7 48.3
繊維製品 35,067 25.4 0.1 23.8 1.2 0.1 12.4 0.1 0.0 5.3 30.9
輸入総額 672,096 25.2 5.8 15.3 0.8 0.9 17.1 1.6 0.4 11.6 38.8

1,370,426 23.3 4.0 15.2 1.0 1.2 15.1 1.5 0.4 11.3 36.5

発効済

TPP11

EU

署名済

品別
世界

（100万ドル）

往復貿易

輸出

輸入

豪州 ASEAN インド メキシコ

発効済
＋

署名済
新規

上昇が見込まれる日本のFTAカバー率
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メキシコ ベトナム 日本 カナダ マレーシア ペルー オーストラリア チリ シンガポール ニュージーランド ブルネイ

2018 2030 2050

TPP11締約国全体

2018年：5億993万人
2050年：5億8,273万人
成長率：0.4％

TPP11締約国の人口見通し

（出所）国連のデータを基に作成。

各国の人口（2018、2030、2050年、単位：万人）

0.7% 0.5% -0.5% 0.6% 0.8% 0.8% 0.9% 0.4% 0.4% 0.6% 0.7%

4
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ＴＰＰ11の構成

第1条 TPP協定の組み込み（incorporation）
第2条 特定の規定の適用の停止（凍結）
第3条 効力発生
第4条 脱退
第5条 加入
第6条 本協定の見直し（review）
第7条 正文（英・仏・西）

〔資料〕「TPP11協定の合意内容について」（内閣官房）を基に作成

TPP 11が発効するまでのプロセス

■ TPP閣僚声明（2017年11月11日）-骨子

• 2017年5月から数カ月にわたり、閣僚の指示に基づき、TPPの重要な利益を維持するバランスの

取れた成果に到達するための作業がなされてきた。

• この結果として、TPPの条文を組み込み、一部条文を例外的に凍結することで合意に至った。

• 関係締約国が別段の決定を下さない限り、11カ国の間でTPPに関連して署名された全てのサイ

ドレターが原則として維持される。

■ ＴＰＰ11（「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）」）の構成と

発効プロセス

新協定TPP11では、TPP協定の各規定を原則として取り込む〔第1条〕一方で、TPP協定のうち附

属書にリストアップされた22項目の適用の停止（凍結）を規定する〔第2条〕。TPP11は6カ国の国内

手続き完了をもって発効する〔第3条〕が、TPP12の発効が見込まれる場合（または見込まれない

場合）に、いずれかの締約国の要請があったときは、新協定の見直しを行う〔第6条〕。

発効
署
名

6カ国で

国内手続

完了
寄託者への

通報後60日

大筋合意 協定文

確定

2017年11月
TPP 11閣僚会合 2018年1月 同3月

於・チリ

TPP11の協定概要と発効プロセス

同年10月31日

（日本・メキシコ・
シンガポール・
NZ・カナダ・豪
州）

同年12月30日

（日本・メキシコ・
シンガポール・
NZ・カナダ・豪
州） 2019年1月
14日（ベトナム）5
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・2018年11月15日現在、我が国を含む７か国が国内手続を完了し、協定の寄託
国であるニュージーランドに対し通報を行っております。

2018年 6月28日 メキシコ
2018年 7月 6日 日本
2018年 7月19日 シンガポール
2018年10月25日 ニュージーランド
2018年10月26日 カナダ
2018年10月31日 オーストラリア
2018年11月15日 ベトナム

〔出所〕内閣官房TPP等政府対策本部ウェッブサイト

TPP11締約国の動向について

■第1回TPP委員会開催（2019年1月19日）－11カ国閣僚声明要旨

・協定発効・第１回委員会開催を祝福、自由貿易推進等に向け、協定の円滑な実施とその拡大のため
の重要な出発点との認識を共有。

・１１か国の結束維持の重要性を再確認、全ての署名国について協定が早期発効することへの期待を
表明
・新たな国・地域の加入を通じ協定を拡大していくという強い決意の表明

〔出所〕内閣官房ＴＰＰ等政府対策本部
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 「原締約国」（original Party）≪2018/12/30に発効≫日本、メキシコ、シンガポール、NZ、カ
ナダ、豪州
関税撤廃・削減スケジュール⇒
 日本を除く各国：1年目（2018/12/30）、2年目（2019/1/1）、3年目（2020/1/1）・・・・
 日本：1年目（2018/12/30）、2年目（2019/4/1）、3年目（2020/4/1）・・・・

 「新締約国」（new Party）：≪その後に発効≫ベトナム（2019/1/14に発効）、マレーシア、ブ
ルネイ、ペルー、チリ

「新締約国」が国内手続を
完了

「新締約国」は、遅延しなかった場合
に実施していた関税撤廃・削減を発
効時に行う

発効

国内手続の完了を寄託者
（NZ政府）に通報後60日
※ベトナム：2018/11/15

「原締約国」は、①②の選択が可能。

①「新締約国」の発効日を基準として関
税撤廃・削減スケジュールを適用するか

②「原締約国」の発効日を基準として適
用するか

「原締約国」が①を選択する場合

「新締約国」も同様に、①、②の
いずれを適用するか選択する
ことができる。

7

【注】ベトナムの関税撤廃・削減スケジュールは、メキシコとベトナム
はお互いに①（キャッチアップしない）を選択、残りの日本を含む5カ
国とベトナムはお互いに②（キャッチアップする）を選択。

「原締約国」と「新締約国」の関税撤廃・削減スケジュール
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■ TPPとは（TPP ：Trans-Pacific Partnership) 

環太平洋パートナーシップはアジア太平洋地域の12カ国が参加する
広域経済連携協定の枠組み。2010年交渉開始、2016年2月署名。
2017年1月に米国が離脱宣言したため、2017年11月、米国を除く11
カ国で新協定に大筋合意、2018年3月署名。

■ TPP参加国（12カ国→11カ国）

シンガポール、ブルネイ、ニュージーランド、チリ、オーストラリア、ペ
ルー、ベトナム、マレーシア、メキシコ、カナダ、日本、 （米国）

■ 交渉の経緯

2006年5月 シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ間
で環太平洋戦略的経済連携協定（P4）発効

2010年3月 8カ国でTPP交渉開始

2013年7月 日本が交渉参加（計12カ国）

2015年10月 TPP12カ国間で大筋合意（米国、アトランタ）

2016年2月 TPP12カ国間で署名（ＮＺ、オークランド）

2017年1月 米トランプ大統領がTPP離脱の大統領覚書発出
2017年5月 米国を除く11カ国でＴＰＰの早期発効に向けた検討

を行うことで合意

2017年11月 TPP11閣僚会合（ベトナム、ダナン） 大筋合意

2018年1月23日 高級事務レベル会合（東京）にて協定文確定

2018年3月8日 署名（チリ、サンティアゴ）

2018年12月30日発効（日本・メキシコ・シンガポール・NZ・カナダ・豪
州）*ベトナムは2019年1月14日

■ TPP協定章立て
第1章 冒頭の規定及び一般的定義
第2章 内国民待遇及び物品の市場アクセス
第3章 原産地規則及び原産地手続
第4章 繊維及び繊維製品
第5章 税関当局及び貿易円滑化 （1項目凍結）
第6章 貿易救済
第7章 衛生植物検疫（SPS）措置
第8章 貿易の技術的障害（TBT）
第9章 投資 （1項目凍結）
第10章 国境を越えるサービスの貿易 （2項目凍結）
第11章 金融サービス （1項目凍結）
第12章 ビジネス関係者の一時的な入国
第13章 電気通信 （1項目凍結）
第14章 電子商取引
第15章 政府調達 （2項目凍結）
第16章 競争政策
第17章 国有企業及び指定独占企業 （1項目凍結）
第18章 知的財産権 （11項目凍結）
第19章 労働
第20章 環境 （1項目凍結）
第21章 協力及び能力開発
第22章 競争力及びビジネスの円滑化
第23章 開発
第24章 中小企業
第25章 規制の整合性
第26章 透明性及び腐敗行為の防止 （1項目凍結）
第27章 運用及び制度に関する規定
第28章 紛争解決
第29章 例外
第30章 最終規定

（注）緑字カッコ内は、TPP11協定（CPTPP）における凍結項目数

8

TPP11の概要
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TPP参加国の関税撤廃率

日本 カナダ オーストラリア
ニュージー
ランド

シンガポール

品目数ベース 95% 99% 100% 100% 100%
貿易額ベース 95% 100% 100% 100% 100%

メキシコ チリ ペルー マレーシア ベトナム ブルネイ

99% 100% 99% 100% 100% 100%
99% 100% 100% 100% 100% 100%

〔出所〕「TPPにおける関税交渉の結果」（内閣官房TPP政府対策本部、2015年10月）
〔参考〕日本の直近のEPAにおいての関税撤廃率：89%。
　　　　ニュージーランド、シンガポール、ブルネイについては、全ての品目について関税撤廃

9

物品：関税（相手国の関税撤廃率）
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農林水産物・食品も、重点品目全てで関税撤廃

 牛肉：近年、輸出の伸びが大きい。即時～10年目

撤廃。

――例えばカナダでは26.5%の関税を6年目撤廃。

 花卉： 新興市場として有望なカナダで、即時撤廃。

 茶： 近年、輸出好調。ベトナムで4年目撤廃。

 清酒： カナダでは即時撤廃。

 味噌・醤油： TPP11各国では日本食レストランが

急増中。即時～6年目撤廃。

 水産物： 輸出の伸長するベトナムで、生鮮・冷凍

魚を即時撤廃 ・・・・・・など

関税が下がり、輸出が有利になる
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協定名 署名 発効

日・ASEAN包括的経
済連携協定（EPA) 2008年4月1日 2008年12月1日

日・ベトナム経済連
携協定（EPA） 2008年12月25日 2009年10月1日

環太平洋パートナー
シップに関する包括
的及び先進的な協定
（TPP11）

2018年3月8日

2018年12月30日
（日本、メキシコ、
シンガポール、NZ、
カナダ、豪州）
2019年1月14日
（ベトナム）

既存の経済連携協定（EPA）とTPP11（例：ベトナム）

11
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資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
注）2017年10月1日時点の税率（EPA税率が高い場合はWTO共通税率を適用）

WTO共通関税　[EPA税率]　注） 交渉結果 世界 TPP11
ベトナム 40%　[15%] 即時撤廃
マレーシア 40%　 11年目撤廃
カナダ 26.5%　 6年目撤廃

メキシコ
枠外20～25%
枠内[6,000トン、12～22.5%]

10年目撤廃

ベトナム 8～30%　[1.4または7.5%] 3年目撤廃
りんご ベトナム 10%　[3.6%] 3年目撤廃 13,299 193 1%

マレーシア 5%　[無税] 即時撤廃
カナダ 無税または2.81セント／kg（ただし、10.5%を上限） 即時撤廃

花卉 カナダ
0または6%（植木・盆栽・鉢もの）
無税～16%（切り花）

即時撤廃 8,750 1,518 17%

茶 ベトナム 40%　[15%] 4年目撤廃 11,551 2,179 19%
カナダ 2.82～12.95セント／リットル 即時撤廃
ベトナム 55%　[12%] 3年目撤廃
メキシコ 20%　[無税] 即時撤廃

　焼酎※ カナダ 0.1228セント／リットル／アルコール度数1% 即時撤廃 1,466 199 14%
ベトナム 20%　[45%] 5年目撤廃
マレーシア 5%　[無税] 即時撤廃
ベトナム 33%　[8.2%] 6年目撤廃
マレーシア 10%　[無税] 即時撤廃
ベトナム 13～35%　[7.5または13.1%] 5～7年目撤廃
マレーシア 10または15%　[無税] 即時撤廃

ぶり・さば・さんま ベトナム 10～15%　[5.5～30%] 即時撤廃 32,089 3,732 12%
さけ・ます ベトナム 10～20%　[5.5または11.3%] 即時撤廃 6,538 2,168 33%

米 2,709 742 27%

品目 国
市場アクセス 2016年輸出額（100万円） TPP11／

世界

牛肉 13,552 1,545 11%

なし 807 13 2%

※財務省所管物資

　清酒※ 15,581 1,938 12%

味噌 3,061 569 19%

醤油 6,608 997 15%

チョコレート 9,195 1,090 12%

12

TPP11における主な品目の交渉結果
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EPA（FTA)

EPA（FTA)

関税（3.5％）を10年間で撤廃

関税（20％）を10年間で撤廃

EPA（FTA）税率は適用されず

EPA（FTA）原産地規則

ＦＴＡ発効
（2014年2月）

関税：9.6％
（GSP7.2％）

ＡＳＥＡＮ加盟国原産の材料に限る

ＧＶＣ（Global Value Chain）に対する二国間ＦＴＡの限界

《冷凍（030312）》

《調整品
（160411）》

EPA発効
（ASEAN：2008年12月、

2国間2009年10月）

EPA発効
（2007年9月）

【チリ】

【ベトナム】

【日本】

 ベトナム：冷凍さけ 関税（15％）を即時撤廃
 日本：さけ調整品 関税（9.6％）を即時撤廃

TPP11

事例：さけ

13



Copyright © 2018 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載 14

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/tpp/index.html

農林水産省ウェッブサイト

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/tpp/index.html


Copyright © 2018 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載

内閣官房
TPP等政府対策本部
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/index.html

協定文

15

http://www.cas.go.jp/jp/tpp/index.html
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関税分類番号（2015年4
月1日現在、その後の変
更は対照表で対応） 2010年1月1日現在のMFN税率

（実行最恵国税率）

関税引下げ・撤廃区分
（譲許カテゴリー）

国別に異なる譲許カ
テゴリーを適用する
場合はこの欄に記載 年毎の適用税率

（*）この表の規定の適用上、「年」
とは、一年目については、この協
定が日本国について効力を生ずる
日からその後の最初の三月三十
一日までをいい、その後の各年に
ついては、当該各年の四月一日に
開始する十二箇月の期間をいう。

→日本以外の国は1月1日が基準

【譲許表の例：日本】

17



Copyright © 2018 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載

【譲許表の例：ベトナム】

18
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 他FTA同様、①完全生産品、②原産材料からのみ生産される産品または③非原材料を使用し附属
書の品目別規則(PSR:Product-Specific Rules of Origin)を満たす産品を、原産品として認定。

 原産地規則は１つの締約国のみで満たす必要はなく、複数の締約国における生産で満たせばよい。

《類型》

農水産品、鉱業品の一次産品：一次産品の収穫、収集、
採掘等を「生産」として捉える。

 くず、廃棄物やそれらから回収された物品：くずや廃棄
物の発生・回収等を「生産」として捉える。

上記完全生産品のみから生産された物品：完全生産品
またはその派生物から生産される産品も完全生産品で
あるという概念

《完全生産品の例》
 収穫等された植物
 生きている動物であって、生まれ、かつ飼育されたもの
 生きている動物から得られる産品
 締約国内で狩猟、漁労等により得られる動物
 養殖によって得られる水産物
 抽出・採掘された鉱物性生産品
 締約国の船舶により領海外の海で採捕された水産物
 締約国の工船上で前項に規定される産品から生産される産品
 締約国外の海底又はその下から得られる産品（国際法に基づく）
 製造や加工作業等において生じたくず
 原材料の回収のみに適するくず
 これら上記のものから得られ、生産されたもの

完全生産品

生産に使用された材料が原産材料であるもの。

非締約国の材料（非原産材料）が含まれていても、当
該材料が原産地基準を満たしていればよい。

使用された非原産材料に加工等を加え、定められた
変更をもたらしたことにより、原産品となった産品。

品目別規則（PSR）は関税番号毎に要件を定めている。
その要件は以下の３基準に分類される。

①関税分類変更基準
②付加価値基準
③加工工程基準

品目別規則（PSR）を満たす産品

原産材料からのみ生産される産品

19

原産地規則（rules of origin)とは
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HSコード 品目名 TPP11
日EU・
EPA

16.04 魚（調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。）、キャビア及び魚卵か
ら調製したキャビア代用物

魚（全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除
く。）

1604.11 さけ 〇

×

1604.12 にしん 〇

1604.13 いわし △

1604.14 まぐろ、はがつお（サルダ属のもの）及びかつお ×

1604.15 さば 〇

1604.16 かたくちいわし △

1604.17 うなぎ 〇

1604.18 ふかひれ 1604.19を
適用

1604.19 その他のもの △

1604.20 その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 △（すり身
は〇）

1604.31 キャビア 〇

1604.32 キャビア代用物 〇

品目別原産地規則事例：魚の調整品 第３類（生鮮・冷蔵・冷凍した魚・フィレ等）の域外
品の活用：〇（可能） △（一部可能） ×（不可能）
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日EU・EPATPP11
品目別原産地規則事例：魚の調整品
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TPP11
品目別原産地規則事例：魚の調整品

【TPP11の品目別原産地規則のポイント】

 （第三類の材料からの変更を除く。）の
注意書きが含まれているかがポイント

含まれている場合：調整品の主材料で
ある「魚」は原産品でなければならない。

含まれていない場合：調整品の主材料
である「魚」は原産品でなくてもよい。
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原産地の証明

23

■ 第三者証明制度

生産者・輸出者が第三者機関（政府または指定機関）に対して、輸出品が原産地認
定基準を満たしていることを証明する情報を提供した上で、第三者機関が当該製品
の原産性を判定し、原産地証明書を発給する制度。

*日本・ASEAN、ASEAN・中国、ASEAN・インド、日本・オーストラリア（※）、など

■ 認定輸出者自己証明制度

政府によって認定された輸出者に対し、自己申告制度を適用する制度。認定輸出者
以外は、第三者機関による判定が必要。

*日本・メキシコ、日本・スイス、日本・ペルーなど

■ 自己申告制度

生産者、輸出者または輸入者が、自ら原産性を証明する制度。

*NAFTA、日本・オーストラリア（※）、TPP11 、日本・EU、など

※ 日豪EPAにおいては、第三者証明、自己証明両制度併用
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日本のFTA/EPAにおける原産地証明制度

EPA/FTA 発効時期 第三者証明制度
認定輸出者
自己証明制度

自己証明制度
（自己申告制度）

日シンガポール 2002年11月 〇 - -

日メキシコ 2005年 4月 〇 〇 -

日マレーシア 2006年 7月 〇 - -

日チリ 2007年 9月 〇 - -

日タイ 2007年11月 〇 - -

日インドネシア 2008年 7月 〇 - -

日ブルネイ 2008年 7月 〇 - -

日ASEAN 2008年12月 〇 - -

日フィリピン 2008年12月 〇 - -

日スイス 2009年 9月 〇 〇 -

日ベトナム 2009年10月 〇 - -

日インド 2011年 8月 〇 - -

日ペルー 2012年 3月 〇 〇 -

日オーストラリア 2015年 1月 〇 - 〇

日モンゴル 2016年 6月 〇 - -

TPP 署名済（2016年2月）（注） - - 〇

CPTPP（TPP11） 2018年12月30日（注） - - 〇

日EU 2019年2月1日 . - - 〇

（注）TPPは米国の離脱後、 「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP、通称TPP11）」として署名、2018年12月30日に発効するのは、日本、メキシコ、シンガポール、NZ、
カナダ、豪州の6カ国。2018年1月14日にベトナムが発効。

（出所）政府資料をもとにジェトロ作成

24
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日本商工会議所 EPAに基づく特
定原産地証明書発給事業
https://www.jcci.or.jp/international
/certificates-of-origin/

25

【参考】第三者証明制度

https://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/
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第三者証明制度（日本商工会議所） 自己申告制度（自己証明制度）

ステップ１ 輸出産品のHSコードを確認する 輸出産品のHSコードを確認する

ステップ２ EPA税率の有無や税率を確認する EPA税率の有無や税率を確認する

ステップ３ 各EPAに定められた輸出産品に係る
規則等を確認する

各EPAに定められた輸出産品に係る規則
等を確認する

ステップ４ 輸出産品に係る原産地性を確認する 輸出産品に係る原産地性を確認する

ステップ５ 「企業登録」をする

原産地証明書（原産地に関する申告
文）を作成するステップ６ 「原産品判定依頼」を行う

ステップ７ 「特定原産地証明書の発給申請」を
行う

26
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 TPP11と日EU・EPAでは……

 事業者が自ら原産地証明書を作成できる「自己申
告制度」を採用。

 原産地証明書の作成やその後の手続に関連するコ
ストとリードタイムを低減する効果が期待される。

27
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 輸入された産品の原産性に疑義がある場合、輸入国の税関は、産品についての情報を求めることができる

①輸入者に対する書面による確認（書面確認：産品について、質問票等により情報を求めること）

②輸出者・生産者に対する書面確認

③輸出者・生産者に対する訪問による確認（訪問確認：事務所や工場等を訪問し、産品の原産性を確認すること）

※ 輸入者、輸出者、または生産者が十分な情報を提供しない場合等は特恵関税の適用を否認。

 確認に備え、原産地証明書を作成した輸出者、生産者、輸入者は、特恵関税を適用した輸入に関する文書及
び原産品であることを示すために必要な全ての記録を原産地証明書の作成から5年間保存する義務を負う。

輸入者

輸入国税関

輸出国 輸入国

生産者 輸出者

③訪問確認

②書面確認

①書面確認

輸出国政府

28

原産性の確認手続（検認）

②書面確認の際、輸出国政府に支援を求めることができる。
③訪問確認の際、輸出国政府に同行の機会を与える。

TPP 11
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